
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１２月１６日 １２時３０分ごろ 

発生場所 広島県呉市上
かみ

蒲刈
かまがり

島南東岸 

 鴨瀬灯台から真方位３１１°１.３海里付近 

 （概位 北緯３４°０９.５′ 東経１３２°４４.３′） 

事故の概要 漁船まといは、錨泊中、岩場に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年１２月２２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 まとい、０.４トン 

 ＨＳ３－３８９２５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 中央部船底外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西～西、風速 約６～８m/s、視界 

良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、錨及び重しを繋
つな

いだ約３０ｍの錨

索を船首部から２本、船尾部から１本それぞれ降ろして水深約１５ｍ

の海底に固定し、船長が潜水して採貝漁をしていたところ、船体が移

動し、上蒲刈島南東岸の岩場に乗り揚げた。 

 船長は、錨索のたるみを調整しなかったので、陸岸近くに錨泊して

いた本船が風浪に圧流されて移動したと本事故後に思った。 

分析  

 

 本船は、陸岸の近くで錨泊した際、船長が錨索のたるみを調整しな

かったことから、西方からの風浪に圧流されて船体が移動し、上蒲刈

島南東岸の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、陸岸の近くで錨泊した際、船長が錨索のたるみ

を調整しなかったため、西方からの風浪に圧流されて船体が移動し、

上蒲刈島南東岸の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊する際は、風浪に圧流されて乗り揚げないよう錨索の長さを

適切に調整すること。 

 


